
第４回審議会補足説明資料

※２※１

※１調定件数　検針をして料金を定めた件数。一般家庭は２か月ごとに検針。工場や公共施設等は毎月検針。
※２使用量　　各口径の使用水量の合計
※３料金　　　各口径ごとの料金の合計

一般家庭用の口径（13㎜、20㎜）は、調定件数→使用量→料金と構成比が減少しますが、工場用等の大口径は、構成比が増加していきます。
調定件数の構成比で95%以上を占める一般家庭用からの料金は構成比で53％（基本料金のみの構成比で60％）と料金収入に占める割合は低く
なるため、料金に占める基本料金の割合を上げる必要があります。

※３



給水及び施設の状況 （各年度末現在）

単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度

給水区域内人口(A) 人 78,297 78,026 77,933 給水区域内人口＝本庄市の人口－上仁手地区の人口+境島村の人口

給水区域内世帯(B) 世帯 35,372 35,678 36,248 給水区域内世帯＝本庄市の世帯－上仁手地区の世帯+境島村の世帯

年度末給水人口(C) 人 78,152 77,874 77,782 給水人口＝給水区域内人口－未普及人口（井戸使用者等）

年度末給水世帯(D) 世帯 35,312 35,618 36,189 給水世帯＝給水区域内世帯－未普及世帯（井戸使用者等）

未普及人口(A)-(C) 人 145 152 151

未普及世帯(B)-(D) 世帯 60 60 59

普及率(C)÷(A) ％ 99.81 99.81 99.81

※給水世帯は、年6回検針を行うとすれば、調定件数に近づきますが、給水している事務所・店舗・工場等は給水世帯には含まれず、

　また、毎月検針を行う工場等があるため、調定件数と一致しません。

給水人口は毎年減少していますが、給水世帯は増加しているため、基本料金収入は増加し、超過料金収入は減少しています。

しかし、将来的には給水世帯も減少する見込みですので、基本料金収入は減少していきます。


